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建設工事請負契約書運用基準第７項第３号に規定する特段の事情があ

ると認められる工事について（通知）

標記について、下記のとおり定め、令和７年１０月１日以降に入札公告、指名通

知、手続開始の公示又は見積依頼を行う建設工事から適用することとしたので通知

する。

記

建設工事請負契約書の運用基準について（防整施第７７８６号。令和６年３月２

９日）別紙の第７項第３号に規定する「特段の事情があると認められる工事」とは、

原則として、役務的保証を付した前工事における後工事（建設工事における後工事

について（防整施第１１５８６号。２９．７．２７）別紙の第１項に規定する後工

事をいう。）とする。

なお、これにより難い場合は建設制度官と協議するものとする。
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